
普及指導員の役割

農業人材の育成・確保 関係機関のコーディネート 新技術等の現場定着

 農業者への巡回指導

 品質向上のための技術講習会の

開催

 経営管理・農作業安全に関する

研修の実施

 女性の農業経営への参画の推進

 加工・業務用需要への対応、輸出

向け農産物や有機農産物需要へ

の対応など、マーケットインの

生産体制の構築支援

 地域計画の実現・見直しに向けた

支援

 行政機関、研究機関、教育機関、

食料システム関係者など多様な

関係者と農業者との結び付け

 スマート農業技術、農業支援サー

ビスの活用促進

 みどりの食料システム戦略の推進

その他の取組

 気候変動に対応した農業の推進

 鳥獣被害防止に向けた支援

 自然災害への備えや営農再開に向けた

支援

普及事業ホームページはこちら
https://www.maff.go.jp/
j/seisan/gizyutu/hukyu/

農林水産省生産局技術普及課

03-6744-2107
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先駆的な
農業者

国 家 資 格 を 有 す る

都 道 府 県 の 職 員 で

す。農業現場で農業

者とともに課題を解

決し、経営力向上を

支援する仕事です。
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